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第４章　安全で良好な生活環境の確保

１　安全な大気環境の保全

１　大気環境の現状
①　大気環境の監視体制
ア　大気汚染常時監視システム

県では、大気汚染防止法第２２条の規定に基づ
き、宮城県内の大気環境基準の適合状況や高濃
度汚染の把握のため、国や仙台市、石巻市とと
もに大気汚染の常時監視を行っています。
平成２０年度末現在で、一般環境大気測定局２８

局、自動車排出ガス測定局１０局、特定項目測定
局２局、大規模発生源監視局１１局において、二
酸化硫黄、光化学オキシダントなどの大気汚染

物質を自動測定しています。その結果はテレ
メータシステムにより保健環境センターに送信
され２４時間常時監視するとともに、ＷＥＢ上に
リアルタイムで公表しています。

イ　工場等発生源の監視
特に県の大気環境に影響を及ぼすおそれのあ

る大規模工場１１工場に対しては、「宮城県大規
模発生源常時監視要綱」を制定し、燃料使用量、
二酸化硫黄濃度、窒素酸化物濃度等の連続測定
データを保健環境センターにテレメートし、常
時監視しています。

第４章　安全で良好な生活環境の確保

第１節　大気環境の保全

環境対策課

▲図２−４−１−１　宮城県内の大気汚染常時監視測定局等



表2-4-1-2　大気汚染に係る環境基準達成状況(2)

環境基準値

3μ g/m
3

達成

状況

環境基準値

200μ g/m
3
達成

状況

環境基準値

200μ g/m
3
達成

状況

環境基準値

150μ g/m
3
達成

状況

環 境 省 1 国設崑岳 0.57 ○ 0.035 ○ 0.050 ○ 0.51 ○

宮 城 県 2 古川Ⅱ一般環境大気測定局 0.98 ○ 0.064 ○ 0.052 ○ 1.5 ○

仙 台 市 3 榴岡測定局（榴岡公園） 1.1 ○ 0.078 ○ 0.13 ○ 1.2 ○

宮 城 県 4 塩釜測定局（塩竈市役所） 1.1 ○ 0.058 ○ 0.10 ○ 5.6 ○

仙 台 市 5 中野測定局（中野小学校） 1.0 ○ 0.061 ○ 0.096 ○ 1.8 ○

環 境 省 6 長命測定局 1.6 ○ 0.053 ○ 0.085 ○ 0.68 ○

宮 城 県 7 名取自動車排出ガス測定局 1.5 ○ 0.059 ○ 0.10 ○ 3.1 ○

仙 台 市 8 五橋測定局（市立病院） 1.9 ○ 0.14 ○ 0.081 ○ 1.4 ○

実施主体地域分類

一般環境

固定発生
源 周 辺

沿 道

ジクロロメタン
テトラクロロ

エチレン
トリクロロエチレンベンゼン

測 定 結 果

測定地点
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

③　汚染物質の状況
ア　二酸化硫黄

二酸化硫黄は、石炭や重油などの燃料の燃焼
により排出されます。平成２０年度では、県内１５
局（一般環境大気測定局１４局、自動車排出ガス
測定局１局）で測定しました。長期的評価では、
１５局すべてで環境基準を達成しましたが。短期
的評価では、一般環境大気測定局１局が達成で
きませんでした。

イ　一酸化炭素
一酸化炭素は主に自動車排出ガスが発生源と
なっています。平成２０年度では、県内４局（一
般環境大気測定局１局、自動車排出ガス測定局
３局）で測定しましたが、４局すべてで環境基
準を達成しました。

ウ　浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状
の物質で粒径が１０μｍ以下のものをいいます。
主に工場などからのばいじんやディーゼル車か
らの黒煙、土壌の飛散などがあります。
平成２０年度では、県内４２局（一般環境大気測

▲図２−４−１−２　二酸化硫黄の年間平均値の推移

▲図２−４−１−３　一酸化炭素の自動車排出ガス測定局の
　　　　　　　年間平均値の推移

定局３３局、自動車排出ガス測定局９局）で測定
しました。長期的評価ではすべての局で環境基
準を達成しましたが、短期的評価では、一般環
境大気測定局３局が達成できませんでした。

エ　光化学オキシダント・非メタン炭化水素
煙光化学オキシダント
光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化

水素等の原因物質が光化学反応を起こして生
成するものであり、オゾンを主成分とする汚
染物質の集合体です。
平成２０年度では、県内２９局中すべてで環境

基準を達成できませんでした。
なお、当年度は、０．１００ppm以上の高濃度

が観測されたのは、５月に３日，６月及び８月
に各１日の計５日で、過去５年間では最多で
した。

大気汚染防止法第２３条の規定に基づく緊急
時の措置の対策として、「宮城県大気汚染緊
急時対策要綱」を制定、関係市町村や関係機
関との連絡体制を整備し、硫黄酸化物、二酸
化窒素及び光化学オキシダントの３物質につ
いて緊急時には警報や注意報を発令し速やか

年度
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▲図２−４−１−４　浮遊粒子状物質の年間平均値の推移
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▲図２−４−１−５　光化学オキシダントの年間平均値の推移
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第２部　環境保全施策の展開

な広報等を行うこととしています。
また、光化学オキシダント濃度が高くなり

やすい春から秋にかけて仙台市管区気象台と
光化学オキシダントに関する情報交換を行う
とともに、関係機関及び緊急時の協力工場へ
の説明会、訓練等を実施し、光化学オキシダ
ントの発生が予想される４月１５日から９月３０
日までの間、８地域において予報体制をとり
ました。
光化学オキシダントの緊急時の発令につい

ては、平成１２年度以降は行われていないもの

の、近年頻繁に高濃度が出現することがあ
り、予断を許さない状況にあります。
煙非メタン炭化水素
光化学オキシダントの生成防止のため、そ

の原因物質の一つとなる非メタン炭化水素の
環境上の指針値が設定されています。
平成２０年度については、県内７局（一般環

境大気測定局５局、自動車排出ガス測定局２
局）で測定しました。そのうち５局で指針値
を１日以上超過し、特に自動車排出ガス局に
おいて超過した日数が多い結果となりました。

▼表２−４−１−３　光化学オキシダント予報等発令地域と対象市町村

対　　象　　市　　町　　村発令地域
気仙沼市（旧唐桑町の区域を除く）気仙沼
登米市（旧東和町の区域を除く）登　米
栗原市のうち、築館、若柳、高清水、一迫、瀬峰、志波姫の区域栗　原
大崎市のうち、鳴子温泉を除く区域、涌谷町、美里町、及び加美町のうち合併前の中新田町の区域大　崎
石巻市うち、旧雄勝町、旧北上町、万石橋以東の半島部及び島しょを除く区域並びに東松島市石　巻
仙台市、塩釜市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、松島町、大郷町、富谷町、大和町及び大衡村仙　塩
名取市、岩沼市、亘理町及び山元町岩　沼
白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町及び丸森町仙　南

▲図２−４−１−６　二酸化窒素の年間平均値の推移
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オ　二酸化窒素
二酸化窒素は、工場での重油などの燃料の燃
焼や自動車排出ガス中の一酸化窒素と空気中の
酸素との反応により生成します。
平成２０年度では、県内４１局（一般環境大気測

定局３１局、自動車排出ガス測定局１０局）で測定
しました。二酸化窒素は環境基準が一定の幅を
もって示されています。その上限値はすべての
局で環境基準を達成しましたが、下限値は一般
環境大気測定局ではすべての局で達成したもの
の、自動車排出ガス測定局では、１局が達成で
きませんでした。

カ　有害大気汚染物質
有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場

合には人の健康を損なうおそれのある物質で大
気汚染の原因となるものです。
有害大気汚染物質に該当する可能性のある物

質２３４物質のうち大気汚染による人への健康リ
スクがある程度高いとして環境省が指定等を
行った｢優先取組物質｣２２物質（平成８年１０月１８
日中央環境審議会答申）の中から、環境省が測
定方法を提示している１９物質（ダイオキシン類
を除く。）について、測定を行っています。
平成２０年度は、県内８地点（一般環境３地点、

固定発生源周辺２地点、沿道３地点）で測定し
ました。その結果、ベンゼン、トリクロロエチ
レン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
はすべての地点で環境基準を達成しました。ま
た、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、
水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロ
ホルム、１，２−ジクロロエタン、１，３−ブタジエン
は、すべての地点で指針値（健康リスクの低減
を図るための指針となる数値）を下回っていま
した。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−１−４　測定対象有害大気汚染物質と測定結果（年平均値）

基準（指針）値
（μg/㎥）

年平均値の範囲
（μg/㎥）

測定
地点数物質名物質種類基準等区分

３０．５７～１．９　８ベンゼン

炭 化 水 素 系環境基準設定物質
２０００．０３５～０．１４　８トリクロロエチレン
２０００．０５０～０．１３　８テトラクロロエチレン
１５００．５１～５．６　８ジクロロメタン
２０．０１０～０．１５　８アクリロニトリル

炭 化 水 素 系
指針値設定物質

１００．００６～０．０２７８塩化ビニルモノマー
１８０．１２～０．７４８クロロホルム
１．６０．０８７～０．２４　８１,２-ジクロロエタン
２．５０．０２３～０．３２　８１,３-ブタジエン
０．０４０．００１３～０．００２　８水銀及びその化合物

重 金 属 類
０．０２５０．００１３～０．００３６８ニッケル化合物
－１．４～３．４８アセトアルデヒド

ア ル デ ヒ ド 類

そ の 他 の 物 質

－１．５～３．８８ホルムアルデヒド
－０．０００３～０．００１４８ヒ素及びその化合物

重 金 属 類
－０．００００１６～０．０００２　８ベリリウム及びその化合物
－０．０１３～０．０２９８マンガン及びその化合物
－１．７～４．２８クロム及びその化合物
－０．００００９２～０．０００２４　８ベンゾ[a]ピレン多 環 芳 香 族 類
－０．０４９～０．１５　８酸化エチレンそ の 他

キ　その他の物質
煙フッ化水素
フッ化水素については、東松島市赤井地区

において常時監視測定局を設置して自動測定
を行っていますが、平成２０年度においても例
年同様、特に高濃度は見られませんでした。
煙アスベスト
環境中のアスベスト大気濃度について調査

を実施しており、平成２０年度は、廃棄物処分

場等周辺地域、道路沿線地域、商工業地域、
住居地域、内陸山間地域、農業地域で大気中
のアスベスト濃度を測定しました。
その結果、全ての地域で特に高い濃度は見

られず、大気汚染防止法に定められた「特定
粉じん（アスベスト）発生施設」を設置して
いる事業場の敷地境界における基準（１０本／
Ｌ）を比較しても低い値でした。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−１−７　ばい煙・粉じん発生施設設置届出状況（法律に基づくもの）

平成２０年度末現在の届出施設数平成１９年度
末現在の
届出施設数

平成１８年度
末現在の
届出施設数

施設名別表
番号 計

関係法令の相当規定による届出大気汚染
防止法の届出 鉱山に係る施設ガス工作物電気工作物

３，１３５（１，１４９）（　　　）４（　　４）２６（　　６）３，１０５（１，１３９）３，１７１３，１３８ボイラー１

ば
い
煙

４９（　　５）（　　　）（　　　）（　　　）４９（　　５）４９４２金属加熱炉６

５８（　　　）１（　　　）（　　　）（　　　）５７（　　　）５２４６窯業用焼成炉・溶融炉９

９４（　　８）２（　　２）（　　　）（　　　）９２（　　６）９２９３乾燥炉１１

９３（　　２０）（　　　）（　　　）（　　　）９３（　　２０）９５９７廃棄物焼却炉１３

２２６（　１５２）（　　　）（　　　）２１２（　１４９）１４（　　３）２１８２１６ガスタービン２９
５５８（　２８１）（　　　）１（　　１）４９４（　２５９）６３（　　２１）５６９５７９ディーゼル機関３０
１２１（　　４１）１７（　　　）２（　　　）２３（　　１５）７９（　　２６）１２２１２０その他

４，３３４（１，６５６）２０（　　２）７（　　５）７５５（　４２９）３，５５２（１，２２０）４，３６８４，３３１施　　設　　数　　合　 計
１，９７９（　７５７）－－－－２，００５１，９６４工　 場 ・ 事　 業　 場　 数
１３３（　　７）１５（　　　）（　　　）６（　　　）１１２（　　７）１３５１２１鉱物又は土石の堆積場２

一
般
粉
じ
ん

３３５（　　４４）（　　　）（　　　）１６（　　　）３１９（　　４４）３３７３３７ベルト・バケットコンベア３

１４０（　　１３）（　　　）（　　　）（　　　）１４０（　　１３）１５０１５８破砕機・摩砕機４

６８（　　７）（　　　）（　　　）（　　　）６８（　　７）６３６３ふるい５

６７６（　　７１）１５（　　　）（　　　）２２（　　　）６３９（　　７１）６８５６７９施　　設　　数　　合　 計

１２５（　　１０）－－－－１３２１６３工　 場 ・ 事　 業　 場　 数

９（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）９（　　　）９９塗装の乾燥施設３

V
O
C

１８（　　５）（　　　）（　　　）（　　　）１８（　　５）２０１８接着の乾燥施設４

９（　　５）（　　　）（　　　）（　　　）９（　　５）９８印刷（グラビア）の乾燥施設７

５（　　２）（　　　）（　　　）（　　　）５（　　２）５５その他

４１（　　１２）（　　　）（　　　）（　　　）４１（　　１２）４３４０施　　設　　数　　合　 計

１３（　　３）－－－－１２１４工　 場 ・ 事　 業　 場　 数

０（　　０）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）００施　　設　　数　　合　 計特
定
粉
じ
ん ０（　　０）－－－－００工　 場 ・ 事　 業　 場　 数

（注）　（　　）内は仙台市分、内数

▼表２−４−１−８　ばい煙・粉じん発生施設設置届出状況（条例に基づくもの）

平成２０年度末
現在の届出施設数

平成１９年度末
現在の届出施設数

平成１８年度末
現在の届出施設数施　　　設　　　名別表

番号
１（　１）４４石油精製用廃ガス処理施設２

ば
い
煙

２４（　０）２６２６合成樹脂用反応施設・熱処理施設４
２５（　１）３０３０施　　設　　数　　合　　計
７（　１）１０１０工　場　・　 事　業　場　数
２９（　１０）３３３４チップ等堆積場１

粉
じ
ん

２２７（　８５）２６７２７０打綿機２
２５６（　９５）３００３０４施　　設　　数　　合　　計
１６１（　５７）１８９１８９工　場　・　 事　業　場　数

（注）　（　　）内は仙台市分、内数

▼表２−４−１−９　工場・事業場立入検査及び行政上の措置状況

仙　　台　　市　　実　　施宮　　城　　県　　実　　施区分

行政指導改善
勧告等件数

使用燃料
検査件数

煙道検査
施設数

立入検査
施設数

立入検査
事業場数

行政指導改善
勧告等件数

使用燃料
検査件数

煙道検査
施設数

立入検査
施設数

立入検査
事業場数年度

２０６１６５１２０００１１５４２１９７２０
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第２部　環境保全施策の展開

②　自動車交通環境負荷低減対策
ア　自動車交通環境負荷低減計画の進行管理

平成１９年３月に策定された｢宮城県自動車交
通環境負荷低減計画｣を推進するため、宮城県
自動車交通公害対策推進協議会幹事会を開催
し、関係機関による施策の実施状況を把握する
とともに、目標の達成状況について検討し、計
画の進行管理を行いました。

イ　自動車交通騒音実態調査事業
主要幹線道路沿道における自動車交通騒音の
実態を広域的に調査・解析・評価するため、自
動車交通騒音実態調査を実施しました。

ウ　自動車交通影響調査事業
自動車交通による大気汚染の実態を把握する
ため、石巻市内の住宅地及び道路沿道において
浮遊粒子状物質の測定を実施しました。

エ　エコドライブ運動推進事業
自動車交通による環境負荷の低減を効果的に
推進するためには、県民の理解と協力が必要で
あることから、やさしい発進やアイドリングス
トップ等の実践を促す｢エコドライブ運動｣を県
民運動として展開しています。平成２０年度に
は、次の事業を展開しました。
煙ラジオスポットＣＭの制作・放送
エコドライブ運動に関するラジオスポット

ＣＭを制作、これを１１月（エコドライブ推進
月間）に２局で放送し、普及啓発を行いまし
た。

煙大型ビジョンＣＭの制作・放送
エコドライブに関する大型ビジョンＣＭを

制作、これをクリネックススタジアム宮城の
大型ビジョンにおいて放映し、映像と音声に
よる普及啓発を行いました。
煙エコドライブセミナーの開催
事業者・団体からの申込みにより出前講座

を実施し、エコドライブの効果や操作方法に
ついて説明し、エコドライブ実践の普及を図
りました。
煙エコドライブ及び低公害車普及功労者表彰
エコドライブ実践及び低公害車導入を積極

的に実施している２事業者を知事表彰し、県
ホームページで紹介しました。

③　アスベスト対策
アスベストによる健康被害が全国的な問題と

なったことから、従前から実施している大気中の
濃度測定や大気汚染防止法に基づくアスベスト除
去事業者の監視指導に加え、ホームページでの情
報発信、相談窓口の開設、県有施設における使用
状況の把握・除去等の措置を講じ、アスベストの
飛散による健康被害の防止に努めました。
なお、平成２０年度の大気汚染防止法に基づく特

定粉じん排出等作業の実施件数は２５９件（うち仙台
市２０７件）でした。
また、庁内関係各課で構成する「アスベスト対

策庁内連絡会議」を開催し、アスベスト関連情報
の共有化を図るとともに、県有施設のアスベスト
対策の検討を行いました。

エコドライブ運動推進事業 エコドライブ宣言ステッカー
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

２　さわやかな大気環境の保全
環境対策課

１　悪臭の現状
悪臭の発生源としては、クラフトパルプ製造工

場、石油精製工場等の工業分野のほか、漁港付近
の魚腸骨処理場をはじめとした飼料・有機質肥料
製造工場、農村部に多く立地している畜舎及び家
畜ふん尿を原料とする強制発酵施設が本県では特

徴的ですが、さらにサービス業、ごみ集積場、排
水路、個人住宅の浄化槽等、日常生活と切り離せ
ないものを含め多種多様です。
平成２０年度における悪臭苦情の発生件数は２９５

件で、前年度（２６５件）より増加しています。

▲図２−４−１−９　 宮城県における悪臭苦情件数の推移

年度 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 
0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

苦　

情　

件　

数 197 
227 241 249 240 

197 
245 

304 
275 

351 
401 

494 

403 

335 

204 
236 

265 
295 

（件）

苦情を内容別にみると、法施行地域内では、
サービス業、食料品製造工場、野外焼却に係るも
のが多くなっています。
このほか、飼料・肥料製造工場に係る苦情も引

き続き発生しています。

その他の地域では、サービス業に関する苦情が
最も多く、次いで製造に関する苦情が多くなって
います。

▲図２−４−１−１０　法施行地域内業種別悪臭苦情割合 ▲図２−４−１−１１　法施行地域外業種別悪臭苦情割合

飼料・肥料製造工場
8%

畜産農業
4%

その他
51%

野外焼却
11%

サービス業・その他
11%

その他の製造工場
4%

食料品製造工場
11%

化学工場
0%

サービス業
65% 

農業 
2% 

製造業 
25% 

建設業 
2% 

卸売業・小売業 
0% 

電気・ガス・水道・熱供給業
6% 



測定法：三点比較式臭袋法
注）仙台市では特定悪臭物質として法で定められた全22物
質による規制指導

悪臭防止法第4条第2項に定める
規制基準を基礎として、悪臭防止
法施行規則第6条の2に定める方
法により算出した臭気排出強度
又は臭気指数

臭気指数15 臭気指数31

敷地境界線 排出口 排出水
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−１−１２　公害防止条例に基づく悪臭特定施設設置工場・事業場数

計
特定施設設置工場・事業場数

市町村名No.
有機質肥料製造工場魚腸骨処理場等

（　１０）７（　１０）７仙台市１
（　２９）１２（　２９）１２石巻市２

塩竈市３
（　１）１（　１）１気仙沼市４
（　１５）８（　１５）８白石市５
（　４）１（　４）１名取市６
（　１）１（　１）１角田市７

多賀城市８
（　４）２（　４）２岩沼市９
（　３９）２０（　３９）２０大崎市１３

亘理町１４
七ヶ浜町１５

（　５１）２８（　５１）２８登米市１０
（　２５）１５（　２２）１４（　３）１栗原市１１
（　４）２（　４）２東松島市１２
（　１３）１０（　１３）１０蔵王町１６
（　１）１（　１）１七ケ宿町１７
（　１）１（　１）１大河原町１８
（　４）２（　４）２村田町１９

柴田町２０
（　１１）１０（　１１）１０川崎町２１
（　２２）１０（　２２）１０丸森町２２
（　３）１（　３）１山元町２３
（　２）２（　２）２松島町２４
（　２）１（　２）１利府町２５
（　５）１（　５）１大和町２６
（　６）２（　６）２大郷町２７
（　４）２（　４）２富谷町２８
（　５）１（　５）１大衡村２９
（　３）２（　３）２色麻町３０
（　１１）５（　１１）５加美町３１
（　１３）９（　１３）９涌谷町３２
（　１）１（　１）１美里町３３

女川町３４
（　１）１（　１）１本吉町３５
（　７）５（　７）５南三陸町３６
（２９８）１６４（２９５）１６３（　３）１計

　　　　悪臭防止法による規制地域所在市町
＊石巻市、塩竈市、気仙沼市の魚腸骨処理場等については、平成１５年１０月１日に悪臭防止法に基づく規制地域
の一部拡大により、公害防止条例の特定施設から除外された。

（　）内の数は特定施設数

▼表２−４−１−１３　公害防止条例に基づく措置等

措置の合計処分件数改善勧告件数行政指導件数測定件数立入検査件数年度
１２００１２８４２平成１６年度
１１００１１６３７平成１７年度
１５００１５９３５平成１８年度
９００９１２３５平成１９年度
１４０４１０１５５０平成２０年度
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

ウ　宮城県悪臭公害防止対策要綱
悪臭防止法又は公害防止条例の規制対象とな
らない施設等の悪臭問題については、同要綱に
よる改善指導を行い、多岐にわたる悪臭苦情に

対応しています。
この要綱では、臭気測定法として三点比較式

臭気採点法を採用し、臭気強度による規制基準
を敷地の境界線について設定しています。

▼表２−４−１−１４　悪臭防止法及び公害防止条例以外の行政指導の状況

改善勧告件数行政指導件数立入検査件数年度
０１７０２０４平成２０年度

エ　畜産臭気対策
悪臭防止法又は公害防止条例の規制を受けな
い畜舎、堆肥舎等から発生する臭気について
は、「宮城県悪臭公害防止対策要綱」による指導
を実施しています。
家畜ふん尿は適正な処理を行うことにより悪

臭や水質汚濁等の環境への負荷が低減できるこ
とから、関係機関との連携を取りながら畜産農
家等への指導を行っています。

②　大気環境教育の推進
大気の状態を普段目で見て確かめることは難し

いため、環境省及び財団法人日本環境協会におい
ては、昭和６３年度から星空を観察することを通じ

て大気環境の状態を調査する全国星空継続観察
（スターウォッチング・ネットワーク）を夏期と冬
期の２回実施しています。本県からは、平成２０年
度においては夏期７団体・冬期５団体が参加しま
した。
近年、都市の規模が大きくなるにつれて人工光

により星空を観察しにくくなる等の「光害」が新
たな問題として注目されています。環境省等にお
いて平成１０年３月に「光害対策ガイドライン」を、
平成１２年６月には「地域照明環境計画策定マニュ
アル」を策定し、良好な照明環境に向けた取組を
実施しています。




